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CGC カード会員向け会員特約改定のお知らせ 

 

2023 年 12 月 15 日 

 

CGC カード共通利用規約・規定集の‐クレジットカード会員規約‐第 23 条（規約の変更）に則り、以下のとおり改定内容をご案内いたします。 

 

１.改定対象となる会員特約 

(１)YURI会員特約 

(２)Santoku カード会員特約 

(３)フレッセイカスタマーカード会員特約 

(４)ウオロクカード会員特約 

(５)キヌヤクレジットカード会員特約 

(６)ヤマイチカード会員特約 

(７)たまやカード会員特約 

(８)グッディークレジットカード会員特約 

(９)ふれ愛倶楽部マルコーバリューカード会員特約 

(10)ふれ愛倶楽部小田原百貨店カード会員特約 

(11)ふれ愛倶楽部タカヤナギカード会員特約 

(12)ふれ愛倶楽部ヤオハンカード会員特約 

(13)ふれ愛倶楽部 CGC TOKAI CARD会員特約《ハローフーヅ》 

 

２.効力発生日、改定後規約等の適用 

2024 年 1 月 18 日より、改定後の会員特約が適用となります。 

 

３.改定内容 

１．記載の会員特約を、１つの会員特約に集約いたします。 

  主な改定内容は以下のとおりです。改定後の会員特約は以下でご確認いただけます。 

  (１)契約内容の変更が伴う改定 

        ①当社所定の期間、クレジットカードのご利用がない場合、更新カードを発行しないことがあります ※第２条２項 

(２)契約内容の実質的な変更は伴わないものの、特約を集約化することに伴う改定 

①トヨタファイナンス株式会社と提携してクレジットカードを発行する CGC グループの加盟企業名称を、会員特約に規定はせず、 

「申込書およびカード券面に記載されるＣＧＣグループの加盟企業」と規定 ※第１条 

  ⓶ポイントサービスの提供者を、会員特約には規定せず、「申込書やトヨタファイナンス株式会社所定の利用の手引きに記載」と規定 

    ※第３条 

③個人情報の取扱いに関する規定を、別の条項(特則)として規定(内容に変更はありません)  

 

― 会員特約 ― 

第１条（本特約に定めるカード） 

本特約に定めるクレジットカードは、申込書およびカード券面に記載されるＣＧＣグループの加盟企業（以下「ＣＧＣ加盟店」という）ならびに株

式会社シジシージャパン（以下「ＣＧＣ」という）およびトヨタファイナンス株式会社（以下「当社」といい、両者を併せて「両社」という）が提携して

発行するクレジットカード（以下「本カード」という）とします。 

第２条（本カードの会員） 

1. 本カードの会員（以下、家族会員を含めて「会員」という）となるのは、クレジットカード会員規約およびこれに付帯する諸特約・諸規定（以

下これらを総称して「会員規約等」という）ならびに本特約を承認の上、入会の申込を行われた方で、ＣＧＣ加盟店および両社が入会を認め

た方をいいます。 
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2. 当社所定の期間内にクレジットカード会員規約第29条に基づく本カードの利用がない場合、更新カードを発行しないことがあります。 

第３条（本カードのサービス） 

1. ＣＧＣ加盟店は、所定の方法により、会員に対する独自のサービス・特典を提供します。 

2. ＣＧＣ加盟店またはＣＧＣのうち、申込書および当社所定の利用の手引きにポイントサービスの提供者として記載されている者が、会員に対

してポイントサービスを提供します。 

3. 当社は、本特約および会員規約等の定めるところにより、会員に対し各種のクレジットカードサービスを提供します。 

第４条（支払期日） 

会員のカード利用代金および手数料等の当社に対する債務（家族会員利用分を含む）は、毎月5日に締め切り翌月2日（当日が金融機関

休業日である場合は翌営業日。以下同じ）に、予め本人会員が届け出た金融機関の預金口座等（以下「支払口座」という）から、口座振替

の方法により支払うものとします。ただし、カードの種類によっては、毎月20日に締め切り翌月17日に支払う方法を選択することができ、その場合、

会員は、会員が指定した方法により支払います。 

第５条（本特約に定めのない事項） 

本特約に定めのない事項については、会員規約等が適用されるものとします。 

 

個人情報の収集・利用・提供等の同意に関する規定の特則 

1. 入会申込者および会員（以下「会員等」という）は、自己の個人情報（会員規約等に定める属性情報、契約情報、取引情報およびＣＧ

Ｃ加盟店が入会申込に際して収集するアンケート情報）およびその他の情報の取扱に関し、本規定に定める内容に同意します。なお、本規定

で特に定めるほか、本規定における用語は会員特約における用語と同様の意味を有します。 

2. ＣＧＣ加盟店は、会員等の個人情報を以下の目的の範囲内で自ら利用する場合があります。 

 [目 的] ＣＧＣ加盟店の事業において取り扱う商品・サービス等について宣伝印刷物の送付・ｅメールの送信等の方法によりご案内するこ

と。 

3．ＣＧＣは、会員等の個人情報を以下の目的の範囲内で自ら利用する場合があります。 

[目 的]ＣＧＣの事業におけるマーケティング（市場調査・商品企画・分析等）を実施すること。 

4. ポイントサービスの提供者が次の者である場合における会員の個人情報の取扱は次のとおりとします。 

①ポイントサービスの提供者がＣＧＣである場合 

 ＣＧＣは、会員の個人情報を、ポイントサービスを円滑に実施する目的で利用する場合があります。 

②ポイントサービスの提供者がＣＧＣ加盟店である場合 

ＣＧＣ加盟店は、会員の個人情報を、ポイントサービスを円滑に実施する目的で利用する場合があります。 

5. ＣＧＣ加盟店および当社は、以下の目的のために、会員等の個人情報を相互に交換し、これを利用する場合があります。 

[目 的] クレジットカードの発行・管理、各種サービスの円滑な提供、会員等に対する与信業務（途上与信を含む）および債権管理業務に

利用するため。 

6. 当社は、本カードの入会申込に対する本カード発行の可否（その理由は除く）および発行後の退会・解約の事実（その理由は除く）につい

て、ＣＧＣ加盟店およびＣＧＣに通知します。 

7. 会員等は、会員規約等に定めるところに準じて、ＣＧＣ加盟店に対し以下の請求をすることができます。 

①第２項に規定する宣伝印刷物の送付・ｅメールの送信等に対する中止の請求 

②ＣＧＣ加盟店において管理する個人情報の開示・訂正・削除の請求 

8. 会員等は、会員規約等に定めるところに準じて、ＣＧＣに対し以下の請求をすることができます。 

①ＣＧＣにおいて管理する個人情報の開示・訂正・削除の請求 

9. ＣＧＣ加盟店における第7項の請求その他のお問い合わせについては、申込書またはご利用の手引き等に記載されたお問い合わせ先までお

願いします。 
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10．ＣＧＣにおける第8項の請求その他のお問い合わせについては、以下までお願いします。 

[対応部署] ＣＧＣカードセンター 

[住 所 等] 〒169‐8531 

東京都新宿区大久保2丁目1番14号 

TEL 03‐3204‐0248 
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